
　
物
価
高
の
影
響
を
受
け
る
低
所
得
世
帯

を
支
援
す
る
た
め
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

お
よ
び
当
該
世
帯
の
子
育
て
世
帯
に
、
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
世
帯
お
よ
び
要
件

◇
基
本
給
付
（
令
和
６
年
度
住
民
税
非

課
税
世
帯
給
付
金
）

令
和
６
年
12
月
13
日
に
大
野
城
市
に

住
民
登
録
が
あ
る
世
帯
の
世
帯
主
で

あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
６
年
度
住

民
税
（
均
等
割
）
が
非
課
税
で
あ
る

世
帯

◇
こ
ど
も
加
算
給
付
金

　
基
本
給
付
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る

世
帯
主
と
同
一
生
計
の
平
成
18
年
４

月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
（
住

所
が
日
本
国
内
に
限
る
。）

※
世
帯
主
に
支
給
し
ま
す
。

※

次
の
①
〜
④
に
該
当
す
る
場
合
は
、
基

本
給
付
お
よ
び
こ
ど
も
加
算
給
付
の
支

給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
世
帯
の
中
に
住
民
税
均
等
割
を
課
税
さ

れ
る
所
得
水
準
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
申
告
し
て
い
な
い
人
が
い
る
世
帯

②
既
に
他
の
自
治
体
で
同
制
度
に
よ
る
給

付
金
（
３
万
円
）
を
受
給
し
た
。
ま
た

は
受
給
す
る
予
定
の
世
帯
。

③
世
帯
全
員
が
住
民
税
均
等
割
が
課
税
さ

れ
て
い
る
他
の
親
族
な
ど
の
扶
養
を
受

け
て
い
る
世
帯

④
租
税
条
約
に
よ
り
、
住
民
税
が
免
除
さ

れ
て
い
る
人
が
い
る
世
帯

●
支
給
額

◇
基
本
給
付
　
１
世
帯
当
た
り
３
万
円

（
１
回
限
り
）

◇
こ
ど
も
加
算
給
付
金
　
対
象
児
童
１

人
当
た
り
２
万
円
（
１
回
限
り
）

●
支
給
手
続
き
支
給
要
件
を
満
た
し
て

お
り
、
か
つ
、
次
に
該
当
す
る
世
帯

主
に
は
、
令
和
７
年
３
月
以
降
順
次

確
認
通
知
書
ま
た
は
申
請
書
兼
請
求

書
を
発
送
予
定
で
す
。

◇
確
認
通
知
書
（
支
給
の
お
知
ら
せ
）

が
届
く
世
帯

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
の
世

帯
主
が
過
去
２
年
間
に
本
市
の
給

付
金
担
当
か
ら
給
付
金
を
受
給
さ

れ
た
世
帯
ま
た
は
公
金
受
取
口
座

を
登
録
し
て
い
る
世
帯
で
す
。
口

座
変
更
を
希
望
し
な
い
場
合
、
手

続
き
不
要
で
す
。

◇
申
請
書
兼
請
求
書
が
届
く
世
帯

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
の
世
帯

主
が
過
去
２
年
間
に
本
市
の
給
付
金

担
当
か
ら
給
付
金
を
受
給
さ
れ
て
い

な
い
世
帯
ま
た
は
公
金
受
取
口
座
を

登
録
し
て
い
な
い
世
帯
で
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た
は
郵
送
で
手
続
き

が
必
要
で
す
。

◇
税
情
報
の
変
更
（
課
税
世
帯
か
ら
非

課
税
世
帯
）
な
ど
に
よ
り
支
給
対
象

と
な
る
場
合

申
請
書
を
世
帯
主
が
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
市

役
所
本
館
３
階
給
付
金
等
担
当
窓
口

で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
書
類
配
布
・
申
請
受
付
開
始
年
月
日

３
月
３
日
㈪

●
申
請
方
法
◇
オ
ン
ラ
イ
ン
◇
郵
送

（
重
複
し
て
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。）

※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

●
支
給
予
定
日
令
和
７
年
３
月
下
旬
以

降
順
次
支
給
し
ま
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た
は
郵
送
に
よ
る
申
請

を
市
が
受
理
し
た
日
か
ら
約
１
カ
月
程

度
（
申
請
書
に
不
備
が
あ
る
場
合
、
支

給
が
遅
く
な
り
ま
す
。）

●
申
請
期
限
７
月
31
日
㈭
（
消
印
有
効
）

※
期
限
を
過
ぎ
て
も
提
出
が
な
い
場
合

は
、
給
付
を
辞
退
し
た
と
み
な
し
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

総
務
管
理
課
　
給
付
金
等
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
１
７

「
令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
給
付
金
（
１
世
帯
当
た
り
３
万
円
）」
お
よ
び

「
こ
ど
も
加
算
給
付
金
（
児
童
１
人
当
た
り
２
万
円
）」
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
人

納
付
額
通
知
書

納
付
書
で
納
め
て
い
る
人

令
和
６
年
中
の
領
収
印
が
あ
る
領

収
証
書
、
ま
た
は
納
付
額
通
知
書

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人

公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
ま
た

は
納
付
額
通
知
書

※
納
付
額
通
知
書
は
、
１
月
17
日
㈮
に
郵

送
済

国
民
年
金
保
険
料

令
和
６
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
控
除
証
明
書
（
令
和
６
年
10
月

25
日
〜
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
郵
送
）

※
初
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
日
が
昨
年

10
月
１
日
以
降
の
人
は
、
２
月
上
旬

に
郵
送

固
定
資
産
税
（
不
動
産
収
入
が
あ
る
人
）

　
令
和
６
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
課
税
資
産
明
細
書

領
収
証
書
な
ど
を
紛
失
し
た
人
へ

領
収
証
書
や
課
税
資
産
明
細
書
を
紛
失
し

た
と
き
は
、
納
付
額
通
知
書
な
ど
を
市
役
所

で
交
付
し
ま
す（
国
民
年
金
保
険
料
を
除
く
）。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
市
県
民
税
と
申
告

市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
８

◇
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
５
8
0
）1
8
3
2

◇
固
定
資
産
税

市
税
課
固
定
資
産
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
９

◇
国
民
年
金
保
険
料

日
本
年
金
機
構

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

南
福
岡
年
金
事
務
所

☎（
５
５
２
）６
１
１
２

●
対
象
者
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市

内
に
居
住
し
、
か
つ
70
歳
以
上

◇
所
得
が
次
の
い
ず
れ
か

①
公
的
年
金
の
み
②
給
与
の
み
③

公
的
年
金
と
給
与
の
み

※
70
歳
以
上
で
あ
っ
て
も
、
次
の
所
得
が

あ
る
人
は
、
市
役
所
で
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

◇
報
酬
に
係
る
雑
所
得
（
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

◇
保
険
契
約
に
よ
る
個
人
年
金
に
係
る

雑
所
得

◇
保
険
契
約
の
満
期
や
解
約
に
伴
う
一

時
所
得

◇
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
や
譲
渡
所
得

税
の
申
告
に
利
用
で
き
る
証
明

市
役
所
で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

スマートフォン・パソコンで自宅から
確定申告を作成・送信できます。

確定申告は、
自宅からe-Taxで送信！

作成コーナー作成コーナー 検索検索

●
期
間
　
２
月
17
日
㈪
〜
27
日
㈭
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
半

●
会
場
市
役
所
新
館
３
階
　
３
２
２
会

議
室

●
年
金
申
告
不
要
制
度
に
つ
い
て

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、

確
定
申
告
は
不
要
で
す
。

◇
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０

０
万
円
以
下

◇
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
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